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   米子市建築物の耐震改修の促進に関する法律に係る計画の認定事務 

   処理要領 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１

２３号。以下「法」という。）第１５条から第２１条までに規定する計画の認

定等に関する手続に関し、法、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（

平成７年政令第４２９号）、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（

平成７年建設省令第２８号。以下「省令」という。）及び米子市建築物の耐震

改修の促進に関する法律施行細則（平成２７年米子市規則第５号）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （特定既存耐震不適格建築物に係る指示等） 

第２条 市長は、特定既存耐震不適格建築物のうち法第１５条第２項各号に掲げ

る建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するため必要があると認めるときは、

その所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）に対し、別記様式第１号

に規定する指示書により指示を行うことができるものとする。 

２ 市長は、前項の指示を行うに当たり、当該特定既存耐震不適格建築物の所有

者等に対し法第１５条第４項の規定により当該特定既存耐震不適格建築物の設

計及び施工に係る事項のうち地震に対する安全性に係る事項並びに耐震診断及

び耐震改修の状況について報告を求める場合には、当該所有者等に対し、別記

様式第２号に規定する通知書により、その旨を通知するものとする。 

３ 前項の要求を受けた所有者等は、別記様式第３号に規定する報告書により、

当該要求に対する報告を行うものとする。 

 （第三者判定機関による事前の評定） 

第３条 建築物の耐震改修の計画（以下「改修計画」という。）について法第１

７条第３項の規定による認定を受けようとする者は、当該認定に係る同条第１

項の申請を行う前に、当該申請に係る建築物の改修計画について、次の各号に

掲げる者（以下「第三者判定機関」という。）のいずれかによる評定を受ける

ものとする。 

 ⑴ 一般社団法人鳥取県建築士事務所協会 

 ⑵ 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加する団体

のうち、当該委員会に登録された耐震判定委員会（耐震診断の結果及び耐震

改修計画に関する判定・評価等を行う委員会をいう。）を設置している者 

 ⑶ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２０条第１号の認定に係る性

能評価を行う者として、国土交通大臣が指定する団体 

 （計画の認定の申請） 
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第４条 建築物の改修計画について法第１７条第３項の規定による認定を受けよ

うとする者は、省令第２８条に定めるところにより作成した申請書（同条の規

定により添付する書類を含む。以下単に「申請書」という。）を市長に提出す

るものとする。 

２ 申請書の提出部数及びその添付書類は、当該改修計画が、建築基準法第６条

第１項の規定による確認又は同法第１８条第２項の規定による通知を要さない

ものである場合は第１号、第２号、第７号及び第８号に定めるとおりとし、当

該確認又は通知を要するもの（以下「建築確認等を要する計画」という。）で

ある場合は第３号から第８号にまでに定めるとおりとする。 

 ⑴ 正本１部 

 ⑵ 副本１部 

 ⑶ 正本（確認申請書又は計画通知書を含む。）２部 

 ⑷ 副本（確認申請書又は計画通知書を含む。）１部 

 ⑸ 建築工事届及び除却届（建築基準法第１５条第１項の規定に該当する場合

に限る。） 

 ⑹ 建築計画概要書 

 ⑺ 前条の規定による評定の結果の写し 

 ⑻ 耐震診断結果概要書（第三者判定機関による耐震診断の判定を受ける際に

当該機関に提出した報告書のうち、耐震診断結果の概要が分かる書類（計算

結果等詳細資料を除く。）をいう。） 

 （受付等の事務処理） 

第５条 市長は、申請書の提出があり、これを受け付けたときは、別記様式第４

号に規定する処理簿及び別記様式第５号に規定する耐震改修認定台帳に必要な

事項を記載するものとする。 

２ 市長は、申請書に記載された建築物の改修計画が建築確認等を要する計画で

あるときは、前条第２項第３号から第６号までに掲げる書類を添付した別記様

式第６号に規定する同意書により、建築主事に対し法第１７条第４項の規定に

よる同意を求め、及び当該建築物の所在地を管轄する消防長等に対し同条第５

項において準用する建築基準法第９３条第１項の規定による同意を求めるもの

とする。 

３ 建築主事は、前項の規定による求めに対し、同意する場合は別記様式第７号

に規定する通知書により、同意しない場合は別記様式第８号に規定する通知書

により、市長に対し、その旨を通知するものとする。 

 （計画の認定） 

第６条 市長は、提出された申請書（第４条第２項の添付書類を含む。次条第１
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項において同じ。）の内容を審査し、当該建築物の改修計画が法第１７条第３

項に定める基準に適合すると認めるときは、同項の規定による認定（以下「計

画の認定」という。）をするものとする。 

２ 市長は、計画の認定をしたときは、別記様式第９号に規定する通知書に申請

書の副本を添付し、これを申請者に交付するものとする。 

３ 市長は、計画の認定に係る改修計画が建築確認等を要する計画であるときは、

当該計画の認定に係る法第１７条第４項の規定による同意した建築主事に対し、

別記様式第１０号に規定する通知書により、その旨を通知するものとする。 

 （計画の認定の拒否） 

第７条 市長は、提出された申請書の内容を審査した結果当該建築物の改修計画

が法第１７条第３項に定める基準に適合しないと認めるとき又は建築主事から

同条第４項の規定による同意を得ることができなかったときは、当該申請書を

提出した者（以下「申請者」という。）に対し、別記様式第１１号に規定する

通知書により、計画の認定をすることができない旨を通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により申請者に対して計画の認定をすることができない

旨の通知を行ったときは、当該計画の認定について法第１７条第４項の規定に

より同意を求めた建築主事に対し、別記様式第１２号に規定する通知書により、

その旨を通知するものとする。 

 （計画の認定を受けた建築物の書類の閲覧） 

第８条 法第１７条第５項において準用する建築基準法第９３条の２の規定によ

り閲覧に供する書類は、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）

第１１条の４第１項第１号に規定する建築計画概要書とし、その閲覧について

は、米子市建築計画概要書等の閲覧に関する規程（平成１７年米子市訓令第３

８号）に定めるところによるものとする。 

 （計画の変更） 

第９条 第２条から前条までの規定は、計画の認定を受けた者（以下「認定事業

者」という。）が当該計画の認定を受けた計画（以下「認定計画」という。）

の変更をしようとする場合について準用する。この場合において、第４条第１

項中「省令第２８条に定めるところにより作成した申請書（同条の規定により

添付する書類を含む。」とあるのは、「別記様式第１３号に規定する耐震改修

計画変更認定申請書（」と読み替えるものとする。 

２ 市長は、法第１８条第１項の規定により認定計画の変更の認定をしたときは、

認定事業者に対し、別記様式第１４号に規定する通知書により、その旨を通知

するものとする。 

 （工事現場の表示） 
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第１０条 認定事業者は、認定計画（法第１８条第１項の規定による変更の認定

があった場合は、当該変更後の認定計画。以下同じ。）に係る建築物（以下「

計画認定建築物」という。）の耐震改修工事を実施する場合には、当該工事現

場の見やすい場所に、別記様式第１５号に規定する表示板を掲出しておくもの

とする。 

 （報告の徴収） 

第１１条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修工事が完了したときは、市

長に対し、別記様式第１６号に規定する報告書により、その旨を報告するもの

とする。 

２ 認定事業者は、法第１９条の規定により計画認定建築物の耐震改修の状況に

ついて報告を求められたときは、市長に対し、別記様式第１７号に規定する報

告書により、その状況を報告するものとする。 

 （完了検査） 

第１２条 市長は、前条第１項の規定による報告があったときは、速やかに、検

査を行うものとする。 

２ 市長は、前項の検査を行った結果、認定事業者が認定計画に従って計画認定

建築物の耐震改修を行っていると認めるときは、検査済証（別記様式第１８

号）を交付するものとする。 

 （改善命令） 

第１３条 市長は、認定事業者が認定計画に従って計画認定建築物の耐震改修を

行っていないと認める場合における法第２０条の規定による当該認定事業者に

対する命令は、別記様式第１９号に規定する改善命令書により行うものとする。 

２ 市長は、前項の命令を行った場合において、当該認定計画が建築確認等を要

する計画であるときは、当該認定計画について法第１７条第４項の規定による

同意をした建築主事に対し、別記様式第２０号に規定する通知書により、その

旨を通知するものとする。 

３ 第１項の命令を受けた認定事業者は、速やかに、当該改善のために必要な措

置をとり、その結果を別記様式第２１号に規定する報告書により市長に報告す

るものとする。 

４ 市長は、前項の報告に係る計画認定建築物の耐震改修に係る認定計画が建築

確認等を要する計画に係るものであるときは、当該耐震改修に係る認定計画に

ついて法第１７条第４項の規定による同意した建築主事に対し、別記様式第２

２号に規定する通知書により、その旨を通知するものとする。 

 （計画の認定の取消し） 

第１４条 市長は、法第２１条の規定により認定計画に係る認定を取り消すとき
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は、当該認定事業者に対し、別記様式第２３号に規定する通知書により、その

旨を通知するものとする。 

２ 市長は、前項の通知を行ったときは、当該取消しに係る認定計画が建築確認

等を要する計画である場合には、当該取消しに係る認定計画について法第１７

条第４項の規定による同意をした建築主事に対し、別記様式第２４号に規定す

る通知書により、その旨を通知するものとする。 

 （認定申請の取下げ） 

第１５条 申請者は、申請を取り下げようとするときは、市長に対し、別記様式

第２５号に規定する届出書を提出するものとする。 

   附 則 

 この要領は、平成２７年４月２３日から施行する。 


